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建設業法施行令の一部を改正する政令について

本日、建設業法施行令（昭和３１年政令第２７３号。以下「令」という ）において、。

特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請代金額や監理技術者等の専任

を要する請負代金額等の引き上げ並びに技術検定制度の見直しを行う「建設業法施行令

の一部を改正する政令（令和４年政令第３５３号 」が公布されました。）

つきましては、本改正政令の内容及び留意事項について、下記のとおりお知らせしま

すので、適切な運用に特段のご協力をいただくようお願いします。また、貴団体傘下の

建設業者に対しても、速やかに改正内容及び留意事項の周知を徹底されますようお願い

します。

記

１．金額要件の見直し

本改正政令により、以下のとおり金額要件の見直しを行った。これらの改正は、い

ずれも令和５年１月１日より施行され、請負契約の時点にかかわらず、同日以降は全

ての工事について改正後の金額要件が適用されることとなる。

・ 特定建設業の許可、監理技術者の配置及び施工体制台帳の作成を要する下請代金

額の下限について、4000万円（建築一式工事の場合は6000万円）から4500万円（建

築一式工事の場合は7000万円）に引き上げ。

・ 主任技術者又は監理技術者の専任を要する請負代金額の下限について、3500万円

（ ） （ ）建築一式工事の場合は7000万円 から4000万円 建築一式工事の場合は8000万円

に引き上げ。

・ 下請負人の主任技術者の配置を不要とすることができる特定専門工事の下請代金

額の上限について、3500万円から4000万円に引き上げ。



これらの施行に当たっては、以下の点に留意する必要がある。

（１）監理技術者から主任技術者への途中交代、専任から非専任への変更等について

監理技術者又は主任技術者の途中交代については、監理技術者制度運用マニュア

ル（平成１６年国総建第３１５号）において、建設工事の適正な施工の確保を阻害

するおそれがあることから、施工管理をつかさどっている監理技術者から主任技術

者への工期途中での交代（以下「途中交代」という ）は慎重かつ必要最小限とする。

こととされている。

このため、本改正政令の施行後、工期途中において途中交代を行うことについて

は、請負契約の当事者間で協議（発注者から直接建設工事を請け負った建設業者に

あっては発注者との協議、下請業者にあっては注文者たる建設業者との協議）を行

うこととし、工程上一定の区切りと認められる時点とするほか、工事の規模、難易

度等に応じ一定期間重複して工事現場に設置するなどの措置をとることにより、工

事の継続性、品質確保等に支障がないよう対応することが必要であることに留意さ

れたい。

また、本改正政令の施行後、工期途中において専任技術者を非専任に変更するこ

とについても、請負契約の当事者間で協議を行うこととし、工事の継続性、品質確

保等に支障がないよう対応することが必要であることに留意されたい。

さらに、請け負った建設工事が、本改正政令の施行後、工期途中において特定専

門工事に該当することとなった場合には、元請負人及び下請負人の合意により、当

該建設工事における下請負人の主任技術者の配置を不要とすることができる。この

場合においても、工事の継続性、品質確保等に支障がないよう対応することが必要

であることに留意されたい。

（２）施工体制台帳及び施工体系図の取扱いについて

改正後の金額要件において施工体制台帳の作成・備置き義務及び施工体系図の作

成・掲示義務の適用外となる工事については、本改正政令施行後はこれらの作成、

据置き及び掲示が不要となるが、その場合であっても、令和４年１２月３１日まで

に作成した施工体制台帳及び施工体系図は建設業法（昭和２４年法律第１００号）

第４０条の３に基づき、引き続き営業所ごとに保存する必要がある。

なお、公共工事については、従前のとおり、公共工事の入札及び契約の適正化の

促進に関する法律（平成１２年法律第１２７号）第１５条の規定に基づき、下請代

金額の如何に関わらず、施工体制台帳の作成・備置き及び施工体系図の作成・掲示

が必要となる。

（３）建設工事の現場に掲げる標識の取扱いについて

建設業法第４０条に基づき、発注者から直接建設工事を請け負った建設業者は、

建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、当該建設業者が配置した主任技術

者又は監理技術者の氏名及び専任の有無等が記載された標識を掲示しなければなら

ないこととされており、当該標識の修正が必要となった場合は速やかに修正しなけ



ればならない。

２．技術検定制度の見直し

本改正政令により、現在、令第３６条及び第３７条において定められている技術検

定の受検資格を国土交通省令で定めることとした。今後、施工技術検定規則（昭和３

５年建設省令第１７号）等の改正を行い、受検資格の見直しを行う予定である。

受検資格の見直しを含めた技術検定制度の見直しについては、令和６年４月１日よ

り施行される。


